
議案第８号 

 

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学

校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

（区議会提出議案に関する意見聴取） 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年１月２９日 

 

提 出 者  杉 並 区 教 育 委 員 会 

教 育 長  渋 谷  正 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

令和７年第１回杉並区議会定例会に提出する議案について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、杉並区長から杉並区教育委員会に

意見を求められたため。 

 

 

 



議案第 号

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学

校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年２月 日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学

校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２

年杉並区条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第１１条の２の見出し及び同条中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期

に達するまでの子」に改める。

第１１条の３を削り、第１１条の４を第１１条の３とする。

第１７条第１項各号中「子の看護のための休暇」を「子の看護等のための休

暇」に改める。

第１８条第１項中「定める者」の次に「（以下「配偶者等」という。）」を加え

る。

第１８条の３の次に次の２条を加える。

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等）

第１８条の４ 教育委員会は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に

資するものとして教育委員会規則で定める制度又は措置（以下この条及び次条

において「介護両立支援制度等」という。）その他の教育委員会規則で定める

事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求、申告又は申請（次条に

おいて「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その

他の教育委員会規則で定める措置を講じなければならない。

２ 教育委員会は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度に

おいて、前項に規定する事項を知らせなければならない。



（勤務環境の整備に関する措置）

第１８条の５ 教育委員会は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよ

うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(１) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(２) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(３) 前２号に掲げる措置のほか、教育委員会規則で定める介護両立支援制度

等に係る勤務環境の整備に関する措置

第２条 杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１９年

杉並区条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第１１条第２項中「属する者」の次に「（以下「配偶者等」という。）」を加

える。

第１１条の２の見出し及び同条中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期

に達するまでの子」に改める。

第１２条を削り、第１２条の２を第１２条とする。

第１８条第１項中「子どもの看護休暇」を「子どもの看護等休暇」に改める。

第２０条の次に次の２条を加える。

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等）

第２０条の２ 教育委員会は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に

資するものとして教育委員会規則で定める制度又は措置（以下この条及び次条

において「介護両立支援制度等」という。）その他の教育委員会規則で定める

事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求、申告又は申請（次条に

おいて「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その

他の教育委員会規則で定める措置を講じなければならない。

２ 教育委員会は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度に

おいて、前項に規定する事項を知らせなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第２０条の３ 教育委員会は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよ

うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。



(１) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(２) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(３) 前２号に掲げる措置のほか、教育委員会規則で定める介護両立支援制度

等に係る勤務環境の整備に関する措置

附 則

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の

規定は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例第１１条の２第１項の規定による超過勤務の制限に係る請求（３歳から

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。）は、こ

の条例の施行の日前においても行うことができる。

３ この条例による改正後の杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例第１１条の２第１項の規定による超過勤務の制限に係る請求（３歳から小

学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。）は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。

４ 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（昭和４１年杉並区条

例第２７号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「第１２条の２」を「第１２条」に、「第１１条の４」を「第

１１条の３」に改める。

５ 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年杉並区条例第１８号）

の一部を次のように改正する。

第１９条第１項及び第２０条第６項中「第１１条の４第１項」を「第１１条の

３第１項」に改める。

６ 杉並区学校教育職員の給与に関する条例（平成１９年杉並区条例第１１号）の

一部を次のように改正する。

第２１条第１項及び第２２条第６項中「第１２条の２第１項」を「第１２条第

１項」に改める。

（提案理由）



介護についての申出があった場合における措置等を定める等の必要がある。
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杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学

校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例新

旧対照表

第１条による改正（杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（小学校就学の始期に達するまでの子の （３歳に満たない子 の

育児又は要介護者の介護を行う職員の超 育児又は要介護者の介護を行う職員の超

過勤務の制限） 過勤務の制限）

第１１条の２ 教育委員会は、小学校就 第１１条の２ 教育委員会は、３歳に満

学の始期に達するまでの子のある職員 たない子 のある職員

が当該子を養育するために請求した場 が当該子を養育するために請求した場

合には、職務に支障がある場合を除 合には、職務に支障がある場合を除

き、超過勤務をさせてはならない。た き、超過勤務をさせてはならない。た

だし、災害その他避けることのできな だし、災害その他避けることのできな

い事由に基づく臨時の勤務の必要があ い事由に基づく臨時の勤務の必要があ

る場合は、この限りでない。 る場合は、この限りでない。

２ 前項の規定は、要介護者を介護する ２ 前項の規定は、要介護者を介護する

職員について準用する。この場合にお 職員について準用する。この場合にお

いて、同項中「小学校就学の始期に達 いて、同項中「３歳に満たない子

するまでの子のある職員が当該子を養 のある職員が当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職 育」とあるのは、「要介護者のある職

員が当該要介護者を介護」と読み替え 員が当該要介護者を介護」と読み替え

るものとする。 るものとする。

３ 前２項に規定するもののほか、小学 ３ 前２項に規定するもののほか、３歳

校就学の始期に達するまでの子の育児 に満たない子 の育児

又は要介護者の介護を行う職員の超過 又は要介護者の介護を行う職員の超過

資 料
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勤務の制限に関し必要な事項は、人事 勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、教育委員会規則 委員会の承認を得て、教育委員会規則

で定める。 で定める。

（小学校就学の始期に達するまでの子の

育児又は要介護者の介護を行う職員の超

過勤務の制限）

第１１条の３ 教育委員会は、小学校就

学の始期に達するまでの子のある職員

が当該子を養育するために請求した場

合には、職務に支障がある場合を除

き、教育委員会規則で定める時間を超

えて、超過勤務をさせてはならない。

ただし、災害その他避けることのでき

ない事由に基づく臨時の勤務の必要が

ある場合は、この限りでない。

２ 前項の規定は、要介護者を介護する

職員について準用する。この場合にお

いて、同項中「小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員が当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職

員が当該要介護者を介護」と読み替え

るものとする。

３ 前２項に規定するもののほか、小学

校就学の始期に達するまでの子の育児

又は要介護者の介護を行う職員の超過

勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、教育委員会規則

で定める。

（超勤代休時間） （超勤代休時間）

資 料
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資 料

第１１条の３ 略 第１１条の４ 略

（特別休暇） （特別休暇）

第１７条 教育委員会は、職員が選挙権 第１７条 教育委員会は、職員が選挙権

の行使、結婚、出産その他の特別の事 の行使、結婚、出産その他の特別の事

由により、勤務しないことが相当であ 由により、勤務しないことが相当であ

る場合における休暇（以下「特別休 る場合における休暇（以下「特別休

暇」という。）として、次の各号に掲 暇」という。）として、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、当該各号に定 げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める休暇を承認するものとする。 める休暇を承認するものとする。

(１) 臨時的に任用された職員 公民 (１) 臨時的に任用された職員 公民

権行使等休暇、妊娠出産休暇、母体 権行使等休暇、妊娠出産休暇、母体

保護休暇、母子保健健診休暇、妊婦 保護休暇、母子保健健診休暇、妊婦

通勤時間、育児時間、出産支援休 通勤時間、育児時間、出産支援休

暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔 暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔

休暇、災害休暇、夏季休暇、ボラン 休暇、災害休暇、夏季休暇、ボラン

ティア休暇、子の看護等のための休 ティア休暇、子の看護のための休暇

暇及び短期の介護休暇 及び短期の介護休暇

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 (２) 前号に掲げる職員以外の職員

公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、

母体保護休暇、母子保健健診休暇、 母体保護休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援 妊婦通勤時間、育児時間、出産支援

休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶 休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶

弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボラ 弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボラ

ンティア休暇、リフレッシュ休暇、 ンティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護等のための休暇及び短期の 子の看護のための休暇 及び短期の

介護休暇 介護休暇

２ 略 ２ 略

（介護休暇） （介護休暇）

第１８条 教育委員会は、職員がその配 第１８条 教育委員会は、職員がその配
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資 料

偶者、パートナーシップ関係の相手 偶者、パートナーシップ関係の相手

方、父母、子、配偶者又はパートナー 方、父母、子、配偶者又はパートナー

シップ関係の相手方の父母その他教育 シップ関係の相手方の父母その他教育

委員会規則で定める者（以下「配偶者 委員会規則で定める者

等」という。）で負傷、疾病又は老齢 で負傷、疾病又は老齢

により日常生活を営むことに支障があ により日常生活を営むことに支障があ

るものの介護をするため、勤務しない るものの介護をするため、勤務しない

ことが相当であると認められる場合に ことが相当であると認められる場合に

おける休暇として、介護休暇（前条第 おける休暇として、介護休暇（前条第

１項に規定するものを除く。以下この １項に規定するものを除く。以下この

条において同じ。）を承認するものと 条において同じ。）を承認するものと

する。 する。

２ 略 ２ 略

（配偶者等が介護を必要とする状況に至

った職員に対する意向確認等）

第１８条の４ 教育委員会は、職員が配

偶者等が当該職員の介護を必要とする

状況に至ったことを申し出たときは、

当該職員に対して、仕事と介護との両

立に資するものとして教育委員会規則

で定める制度又は措置（以下この条及

び次条において「介護両立支援制度

等」という。）その他の教育委員会規

則で定める事項を知らせるとともに、

介護両立支援制度等の請求、申告又は

申請（次条において「請求等」とい

う。）に係る当該職員の意向を確認す

るための面談その他の教育委員会規則

で定める措置を講じなければならな
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資 料

い。

２ 教育委員会は、職員に対して、当該

職員が４０歳に達した日の属する年度

において、前項に規定する事項を知ら

せなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第１８条の５ 教育委員会は、介護両立

支援制度等の請求等が円滑に行われる

ようにするため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

(１) 職員に対する介護両立支援制度

等に係る研修の実施

(２) 介護両立支援制度等に関する相

談体制の整備

(３) 前２号に掲げる措置のほか、教

育委員会規則で定める介護両立支援

制度等に係る勤務環境の整備に関す

る措置

第２条による改正（杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の

一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の

制限） 制限）

第１１条 略 第１１条 略

２ 前項の規定は、配偶者若しくはパー ２ 前項の規定は、配偶者若しくはパー

トナーシップ関係の相手方若しくは２ トナーシップ関係の相手方若しくは２

親等内の親族又は同一の世帯に属する 親等内の親族又は同一の世帯に属する
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資 料

者（以下「配偶者等」という。）で疾 者 で疾

病、負傷又は老齢により日常生活を営 病、負傷又は老齢により日常生活を営

むことに支障があるもの（以下「要介 むことに支障があるもの（以下「要介

護者」という。）を介護する職員につ 護者」という。）を介護する職員につ

いて準用する。この場合において、同 いて準用する。この場合において、同

項中「小学校就学の始期に達するまで 項中「小学校就学の始期に達するまで

の子（民法（明治２９年法律第８９ の子（民法（明治２９年法律第８９

号）第８１７条の２第１項の規定によ 号）第８１７条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項 り職員が当該職員との間における同項

に規定する特別養子縁組の成立につい に規定する特別養子縁組の成立につい

て家庭裁判所に請求した者（当該請求 て家庭裁判所に請求した者（当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属し に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該 ている場合に限る。）であって、当該

職員が現に監護するもの、児童福祉法 職員が現に監護するもの、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２７ （昭和２２年法律第１６４号）第２７

条第１項第３号の規定により同法第６ 条第１項第３号の規定により同法第６

条の４第２号に規定する養子縁組里親 条の４第２号に規定する養子縁組里親

である職員に委託されている児童その である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として教育委員会 他これらに準ずる者として教育委員会

規則で定める者を含む。以下この項、 規則で定める者を含む。以下この項、

次条第１項及び第３項、第１２条第１ 次条第１項及び第３項、第１２条第１

項及び第３項並びに第１９条の２の２ 項及び第３項並びに第１９条の２の２

第１項において同じ。）を養育する職 第１項において同じ。）を養育する職

員（当該職員の配偶者（届出をしない 員（当該職員の配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある が事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）又はパートナ 者を含む。以下同じ。）又はパートナ

ーシップ関係（双方又はいずれか一方 ーシップ関係（双方又はいずれか一方

が性的指向が異性に限らない者又は性 が性的指向が異性に限らない者又は性

自認が出生時に判定された性別と一致 自認が出生時に判定された性別と一致
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しない者であり、互いを人生のパート しない者であり、互いを人生のパート

ナーとして、相互の人権を尊重し、日 ナーとして、相互の人権を尊重し、日

常の生活において継続的に協力し合う 常の生活において継続的に協力し合う

ことを約した２者間の関係その他の婚 ことを約した２者間の関係その他の婚

姻関係に相当すると教育委員会が認め 姻関係に相当すると教育委員会が認め

る２者間の関係をいう。）の相手方 る２者間の関係をいう。）の相手方

（以下「パートナーシップ関係の相手 （以下「パートナーシップ関係の相手

方」という。）で当該子の親であるも 方」という。）で当該子の親であるも

のが、教育委員会規則で定める者に該 のが、教育委員会規則で定める者に該

当する場合を除く。）が当該子を養 当する場合を除く。）が当該子を養

育」とあるのは、「次項に規定する要 育」とあるのは、「次項に規定する要

介護者のある職員が当該要介護者を介 介護者のある職員が当該要介護者を介

護」と読み替えるものとする。 護」と読み替えるものとする。

３ 略 ３ 略

（小学校就学の始期に達するまでの子の （３歳に満たない子 の

育児又は要介護者の介護を行う職員の超 育児又は要介護者の介護を行う職員の超

過勤務の制限） 過勤務の制限）

第１１条の２ 教育委員会は、小学校就 第１１条の２ 教育委員会は、３歳に満

学の始期に達するまでの子を養育する たない子 を養育する

職員が当該子を養育するために請求し 職員が当該子を養育するために請求し

た場合には、公務運営に支障がある場 た場合には、公務運営に支障がある場

合を除き、超過勤務をさせてはならな 合を除き、超過勤務をさせてはならな

い。ただし、災害その他避けることの い。ただし、災害その他避けることの

できない事由に基づく臨時の勤務の必 できない事由に基づく臨時の勤務の必

要がある場合は、この限りでない。 要がある場合は、この限りでない。

２ 前項の規定は、要介護者を介護する ２ 前項の規定は、要介護者を介護する

職員について準用する。この場合にお 職員について準用する。この場合にお

いて、同項中「小学校就学の始期に達 いて、同項中「３歳に満たない子

するまでの子を養育する職員が当該子 を養育する職員が当該子
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を養育」とあるのは、「要介護者のあ を養育」とあるのは、「要介護者のあ

る職員が当該要介護者を介護」と読み る職員が当該要介護者を介護」と読み

替えるものとする。 替えるものとする。

３ 前２項に規定するもののほか、小学 ３ 前２項に規定するもののほか、３歳

校就学の始期に達するまでの子の育児 に満たない子 の育児

又は要介護者の介護を行う職員の超過 又は要介護者の介護を行う職員の超過

勤務の制限に関し必要な事項は、人事 勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、教育委員会規則 委員会の承認を得て、教育委員会規則

で定める。 で定める。

（小学校就学の始期に達するまでの子の

育児又は要介護者の介護を行う職員の超

過勤務の制限）

第１２条 教育委員会は、小学校就学の

始期に達するまでの子を養育する職員

が当該子を養育するために請求した場

合には、公務運営に支障がある場合を

除き、教育委員会規則で定める時間を

超えて超過勤務をさせてはならない。

ただし、災害その他避けることのでき

ない事由に基づく臨時の勤務の必要が

ある場合は、この限りでない。

２ 前項の規定は、要介護者を介護する

職員について準用する。この場合にお

いて、同項中「小学校就学の始期に達

するまでの子を養育する職員が当該子

を養育」とあるのは、「要介護者のあ

る職員が当該要介護者を介護」と読み

替えるものとする。

３ 前２項に規定するもののほか、小学
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校就学の始期に達するまでの子の育児

又は要介護者の介護を行う職員の超過

勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、教育委員会規則

で定める。

（超勤代休時間） （超勤代休時間）

第１２条 略 第１２条の２ 略

（特別休暇） （特別休暇）

第１８条 教育委員会は、職員が選挙権 第１８条 教育委員会は、職員が選挙権

の行使、結婚、出産その他の特別の事 の行使、結婚、出産その他の特別の事

由により、勤務しないことが相当であ 由により、勤務しないことが相当であ

る場合における休暇（以下「特別休 る場合における休暇（以下「特別休

暇」という。）として、公民権行使等 暇」という。）として、公民権行使等

休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休 休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休

暇、早期流産休暇、母子保健健診休 暇、早期流産休暇、母子保健健診休

暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支 暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支

援休暇、育児参加休暇、子どもの看護 援休暇、育児参加休暇、子どもの看護

等休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休 休暇 、生理休暇、慶弔休暇、災害休

暇、夏季休暇、長期勤続休暇、ボラン 暇、夏季休暇、長期勤続休暇、ボラン

ティア休暇及び短期の介護休暇を承認 ティア休暇及び短期の介護休暇を承認

するものとする。 するものとする。

２ 略 ２ 略

（配偶者等が介護を必要とする状況に至

った職員に対する意向確認等）

第２０条の２ 教育委員会は、職員が配

偶者等が当該職員の介護を必要とする

状況に至ったことを申し出たときは、

当該職員に対して、仕事と介護との両

立に資するものとして教育委員会規則
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で定める制度又は措置（以下この条及

び次条において「介護両立支援制度

等」という。）その他の教育委員会規

則で定める事項を知らせるとともに、

介護両立支援制度等の請求、申告又は

申請（次条において「請求等」とい

う。）に係る当該職員の意向を確認す

るための面談その他の教育委員会規則

で定める措置を講じなければならな

い。

２ 教育委員会は、職員に対して、当該

職員が４０歳に達した日の属する年度

において、前項に規定する事項を知ら

せなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第２０条の３ 教育委員会は、介護両立

支援制度等の請求等が円滑に行われる

ようにするため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

(１) 職員に対する介護両立支援制度

等に係る研修の実施

(２) 介護両立支援制度等に関する相

談体制の整備

(３) 前２号に掲げる措置のほか、教

育委員会規則で定める介護両立支援

制度等に係る勤務環境の整備に関す

る措置

附則第４項による改正（職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の
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一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（職員団体のための職員の行為の制限の （職員団体のための職員の行為の制限の

特例） 特例）

第２条 職員は、次に掲げる場合に限 第２条 職員は、次に掲げる場合に限

り、給与を受けながら、職員団体のた り、給与を受けながら、職員団体のた

めその業務を行い、又は活動すること めその業務を行い、又は活動すること

ができる。 ができる。

(１) 略 (１) 略

(２) 杉並区職員の勤務時間、休日、 (２) 杉並区職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成１０年杉 休暇等に関する条例（平成１０年杉

並区条例第３号。以下「勤務時間条 並区条例第３号。以下「勤務時間条

例」という。）第９条の５、杉並区 例」という。）第９条の５、杉並区

学校教育職員の勤務時間、休日、休 学校教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成１９年杉並 暇等に関する条例（平成１９年杉並

区条例第１０号。以下「学校教育職 区条例第１０号。以下「学校教育職

員勤務時間条例」という。）第１２ 員勤務時間条例」という。）第１２

条 又は杉並区幼稚園教育職員の 条の２又は杉並区幼稚園教育職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する条 勤務時間、休日、休暇等に関する条

例（平成１２年杉並区条例第１７ 例（平成１２年杉並区条例第１７

号。以下「幼稚園教育職員勤務時間 号。以下「幼稚園教育職員勤務時間

条例」という。）第１１条の３に規 条例」という。）第１１条の４に規

定する超勤代休時間、勤務時間条例 定する超勤代休時間、勤務時間条例

第１０条及び第１１条、学校教育職 第１０条及び第１１条、学校教育職

員勤務時間条例第１３条及び第１４ 員勤務時間条例第１３条及び第１４

条、幼稚園教育職員勤務時間条例第 条、幼稚園教育職員勤務時間条例第

１２条及び第１３条又は勤務時間条 １２条及び第１３条又は勤務時間条

例第１８条第２項の規定に基づく規 例第１８条第２項の規定に基づく規
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則若しくは杉並区教育委員会規則 則若しくは杉並区教育委員会規則

（以下「教育委員会規則」とい （以下「教育委員会規則」とい

う。）の規定による休日並びに勤務 う。）の規定による休日並びに勤務

時間条例第１２条、学校教育職員勤 時間条例第１２条、学校教育職員勤

務時間条例第１５条、幼稚園教育職 務時間条例第１５条、幼稚園教育職

員勤務時間条例第１４条又は勤務時 員勤務時間条例第１４条又は勤務時

間条例第１８条第２項の規定に基づ 間条例第１８条第２項の規定に基づ

く規則若しくは教育委員会規則の規 く規則若しくは教育委員会規則の規

定により指定された代休日で、その 定により指定された代休日で、その

日に任命権者が特に勤務を命じてい 日に任命権者が特に勤務を命じてい

ない場合 ない場合

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

附則第５項による改正（杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（給与の減額） （給与の減額）

第１９条 職員が勤務しないときは、勤 第１９条 職員が勤務しないときは、勤

務時間条例第１１条の３第１項に規定 務時間条例第１１条の４第１項に規定

する超勤代休時間及び休日（勤務時間 する超勤代休時間及び休日（勤務時間

条例第１２条及び第１３条の規定によ 条例第１２条及び第１３条の規定によ

る休日並びに勤務時間条例第１４条第 る休日並びに勤務時間条例第１４条第

１項の規定により指定された代休日を １項の規定により指定された代休日を

いう。以下同じ。）である場合、勤務 いう。以下同じ。）である場合、勤務

時間条例第１５条から第１７条までに 時間条例第１５条から第１７条までに

規定する年次有給休暇、病気休暇（教 規定する年次有給休暇、病気休暇（教

育委員会規則で定める日数を限度とす 育委員会規則で定める日数を限度とす

る。）及び特別休暇（生理休暇にあっ る。）及び特別休暇（生理休暇にあっ

ては、教育委員会規則で定める日数を ては、教育委員会規則で定める日数を
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限度とする。）を承認され勤務しなか 限度とする。）を承認され勤務しなか

った場合並びにその勤務しないこと及 った場合並びにその勤務しないこと及

び給与の減額を免除することにつき教 び給与の減額を免除することにつき教

育委員会の承認のあった場合を除き、 育委員会の承認のあった場合を除き、

その勤務しない１時間につき、第２２ その勤務しない１時間につき、第２２

条に規定する勤務１時間当たりの給与 条に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額して給与を支給する。 額を減額して給与を支給する。

２ 略 ２ 略

（超過勤務手当） （超過勤務手当）

第２０条 略 第２０条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 勤務時間条例第１１条の３第１項に ６ 勤務時間条例第１１条の４第１項に

規定する超勤代休時間を指定された場 規定する超勤代休時間を指定された場

合において、当該超勤代休時間に職員 合において、当該超勤代休時間に職員

が勤務しなかったときは、前項に規定 が勤務しなかったときは、前項に規定

する６０時間を超えて勤務した全時間 する６０時間を超えて勤務した全時間

のうち当該超勤代休時間の指定により のうち当該超勤代休時間の指定により

代えられた超過勤務手当の支給に係る 代えられた超過勤務手当の支給に係る

次の各号に掲げる時間に対しては、当 次の各号に掲げる時間に対しては、当

該時間１時間につき、第２２条に規定 該時間１時間につき、第２２条に規定

する勤務１時間当たりの給与額に、当 する勤務１時間当たりの給与額に、当

該各号に掲げる時間の区分に応じて当 該各号に掲げる時間の区分に応じて当

該各号に定める割合の範囲内で人事委 該各号に定める割合の範囲内で人事委

員会の承認を得て教育委員会規則で定 員会の承認を得て教育委員会規則で定

める割合を乗じて得た額の超過勤務手 める割合を乗じて得た額の超過勤務手

当を支給することを要しない。 当を支給することを要しない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

７ 略 ７ 略
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附則第６項による改正（杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（給与の減額） （給与の減額）

第２１条 職員が勤務しないときは、勤 第２１条 職員が勤務しないときは、勤

務時間条例第１２条第１項 に規定 務時間条例第１２条の２第１項に規定

する超勤代休時間及び休日（勤務時間 する超勤代休時間及び休日（勤務時間

条例第１３条及び第１４条の規定によ 条例第１３条及び第１４条の規定によ

る休日並びに勤務時間条例第１５条第 る休日並びに勤務時間条例第１５条第

１項の規定により指定された代休日を １項の規定により指定された代休日を

いう。以下同じ。）である場合、勤務 いう。以下同じ。）である場合、勤務

時間条例第１６条から第１８条までに 時間条例第１６条から第１８条までに

規定する年次有給休暇、病気休暇（教 規定する年次有給休暇、病気休暇（教

育委員会規則で定める日数を限度とす 育委員会規則で定める日数を限度とす

る。）及び特別休暇（生理休暇にあっ る。）及び特別休暇（生理休暇にあっ

ては、教育委員会規則で定める日数を ては、教育委員会規則で定める日数を

限度とする。）を承認され勤務しなか 限度とする。）を承認され勤務しなか

った場合並びにその勤務しないこと及 った場合並びにその勤務しないこと及

び給与の減額を免除することにつき教 び給与の減額を免除することにつき教

育委員会の承認のあった場合を除き、 育委員会の承認のあった場合を除き、

その勤務しない１時間につき、第２４ その勤務しない１時間につき、第２４

条に規定する勤務１時間当たりの給与 条に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額して給与を支給する。 額を減額して給与を支給する。

２ 略 ２ 略

（超過勤務手当） （超過勤務手当）

第２２条 略 第２２条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 勤務時間条例第１２条第１項 に ６ 勤務時間条例第１２条の２第１項に

規定する超勤代休時間を承認された場 規定する超勤代休時間を承認された場
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合において、当該超勤代休時間に職員 合において、当該超勤代休時間に職員

が勤務しなかったときは、前項に規定 が勤務しなかったときは、前項に規定

する６０時間を超えて勤務した全時間 する６０時間を超えて勤務した全時間

のうち当該超勤代休時間の承認により のうち当該超勤代休時間の承認により

代えられた超過勤務手当の支給に係る 代えられた超過勤務手当の支給に係る

次の各号に規定する時間に対しては、 次の各号に規定する時間に対しては、

当該時間１時間につき、第２４条に規 当該時間１時間につき、第２４条に規

定する勤務１時間当たりの給与額に、 定する勤務１時間当たりの給与額に、

当該各号に規定する時間に応じ、当該 当該各号に規定する時間に応じ、当該

各号に規定する割合を乗じて得た額の 各号に規定する割合を乗じて得た額の

超過勤務手当を支給することを要しな 超過勤務手当を支給することを要しな

い。 い。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

７ 略 ７ 略
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